
秋田県教育庁保健体育課

学校体育・部活動チーム

 

　体育学習・体育的活動中に

　おける事故防止について

令和６年度
秋田県小・中・高等学校
学校体育担当者連絡協議会　解説③



１　本県の現状と安全指導

２　熱中症対策

３　プール施設・設備の安全管理

４　まとめ

内　容



【校種別における体育的活動時の
　災害発生状況(Ｒ５年度)】

【独立行政法人日本スポーツ振興センター調べ】

令和６年３月31日時点

１　本県の現状と安全指導

体　育
（保健体育）

体育的　　　　
クラブ活動

学　校
行　事　　　　　

体育的
部活動

水　泳
指　導

小 学 校 ３１２
(414/313)

９
(13/7)  

２０
(34/11)

８
(7/8)

１
(0/0)

中 学 校
３７５
(488/358)  

- ３０
(58/25)

７３０
(985/710)

０
(0/0)

高等学校  １９６
(268/201)

- ６４
(65/71)

７６９
(1075/857)

-

合 計 ８８３
(1170/872)

９
(13/7)

１１４
(157/107)

１５０７
(2067/1575)

１
(0/0)

単位：件 ※(　)内は左：令和３年度/右：令和４年度



【独立行政法人日本スポーツ振興センター調べ】

１　本県の現状と安全指導
【各校種の運動種目別発生件数】

令和５年３月28日時点



【独立行政法人日本スポーツ振興センター調べ】

１　本県の現状と安全指導
【各校種の運動種目別発生件数】

令和５年３月28日時点

６段の跳箱を跳んだ際、着地場
所のマットに左腕から着いたとき
に自分の身体が乗った。（左橈骨
頭骨折）

味方からのパスを受けてシュート
しようとしたところ、ディフェンス側
の選手と接触し、相手の足の上
に乗り上げ転倒。（右足首捻挫）

バッティング練習の投手をしてい
たところ、バッターが打ったボー
ルが防球ネットの隙間を通って眉
間に直撃（頭蓋骨骨折及び左鼻
篩骨陥没骨折）



安全教育

【事故の要因１】
１　本県の現状と安全指導

①自身の人為的要因

②他人からの人為的要因

③運動やスポーツの特性による要因

④体力・技能や発達の段階による要因



児童生徒の(　　　　　　　　　 )能力の育成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【教職員は…】

○オリエンテーションでの指導

○毎時間の学習における指導

１　本県の現状と安全指導【児童生徒の安全に関する
　意識を高める取組】

【児童生徒は…】（安全に配慮しながら…）

○危険な状況を周囲に知らせる

○簡単な点検作業に関わる



安全管理

１　本県の現状と安全指導

①活動計画や安全対策による要因

②施設・設備・用具等の要因

③自然現象や自然環境等の要因

④複合的な要因

【事故の要因２】



安全管理

１　本県の現状と安全指導

①活動計画や安全対策による要因

②施設・設備・用具等の要因

③自然現象や自然環境等の要因

④複合的な要因

【事故の要因２】

　防球ネット、フェンス、
　ブロック塀、サッカーゴール、
　バドミントンの支柱、等々

　猛暑、雷、雪崩、竜巻、
　等々



　  

体
育
施
設
・
設
備
・
用
具 

　
定　
　

期

学期に１回以上
・児童生徒の実態に応じた指導計画・内容の検討
・気象状況への適切な対処
・緊急時の体制整備

月に１回

・全ての体育施設・設備・用具の破損及び保管状
　況の確認
・関係運動部活動顧問と連携した確認
・必要に応じて業者への点検依頼

臨

時

体育的行事の前
後、災害時など
必要に応じて

・使用する体育施設・設備・用具の破損及び保管
　状況の確認
・暴風雨・地震等などの自然災害時の確認
・関係運動部活動顧問と連携した確認

日

常

体育授業及び運
動部活動の活動
ごと

・使用する体育施設・設備・用具の破損及び保管
　状況の確認
・移動式設備・用具の固定状況の確認
・体育設備・用具等の取扱い方に関する事前指導
・習慣化の工夫と継続的実施

【参考】学校安全参考資料（文部科学省）等

１　本県の現状と安全指導
【学校安全点検の区分と時期等】



①スポーツの事故防止に関する理解や危機管理の視点を踏ま
　えた日常の安全管理及び指導の実施

②スポーツの各種目の正しい指導方法・内容・ルール、環境
　条件の把握、審判の方法の理解と徹底及び事故の事例・傾
　向等の理解

③健康診断結果の把握と事後措置及び関係者間の情報の共有

④緊急連絡及び救急体制の確立及び救急用品・ＡＥＤ等の整
　備と活用

⑤事前、運動中、事後の健康観察

⑥危機管理の徹底

１　本県の現状と安全指導
【事故防止対策】

事故や事件による外傷は必ず防止できる！



１　本県の現状と安全指導

２　熱中症対策

３　プール施設・設備の安全管理

４　まとめ

内　容



Ｒ５　校種別における熱中症発生状況【秋田県】

【独立行政法人日本スポーツ振興センター調べ】

単位：件 ※(　)内は令和４年度

　

各教科等 特別
活動

※除学校
行事

学校　　　
行事

課外指導
休憩　　
時間

通学中 合計
体育 その他

体育的　
部活動

文化的　
部活動

その他

小学校 ０
(０)

０
(０)

０
(０)

１
(０)

０
(０)

０
(０)

０
(０)

０
(０)

０
(０)

１
(０)

中学校 ２
(０)

０
(０)

０
(０)

３
(０)

１２
(９)

０
(１)

０
(０)

０
(０)

１
(０)

１８
(１０)

高等学校 ０
(２)

０
(０)

０
(０)

２
(３)

１６
(１３)

０
(０)

０
(０)

０
(２)

０ １８
(２０)



２　熱中症対策
【熱中症について】

○発生環境

　従来：高温環境下での労働や運動活動で発生
　近年：気候変動等の影響により、一般環境における熱スト
　　　　レスが増大（過酷な暑熱環境）

○体温調節機能

　高齢者　　　→　低　下
　幼児・児童　→　未発達

○基本的な対策

・熱中症についての正しい知識を持って予防を心掛ける

・熱中症に対して適切な処置を行うことができる

死亡リスク高！

熱中症リスク高！



２　熱中症対策
【熱中症の防止】

○各種活動に関する判断

　暑熱環境における各種活動の中止を想定

　　→　判断基準、判断者を具体的に定めておく

　　→　教職員間で共通認識しておく

○児童生徒に対する対策のポイント

　①顔色や汗のかき方を十分に観察する

　②適切な飲水行動を学習させる

　③日頃から暑さに慣れさせる

暑さ指数を活用

教職員の声掛け



暑さ指数（ＷＢＧＴ）の活用

【熱中症環境保健マニュアル2022】



環境省
熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.jp/

・情報提供は４月下旬の
　予定
・全国のほか、知りたい
　地域の暑さ指数を検索
　できる
・熱中症警戒アラートや
　暑さ指数のメール配信
　サービスもある

活動場所ごとに
「暑さ指数」を
計測すること！



【構成】
１．はじめに

２．学校の管理下におけるプー
　　ルでの熱中症発生の実態及
　　び事例（小・中学校）
（１）年度別　（２）状況別
（３）場合別　（４）事例

３．熱中症予防のための留意点
（１）水中での活動の留意点
（２）プールサイドでの活動（見学・
　　監視を含む）の留意点

４．プールでの熱中症を発生さ
　　せないために
（１）施設等による対策
（２）事前指導による対策
（３）更衣室等の対策

５．あとがき



１　本県の現状と安全指導

２　熱中症対策

３　プール施設・設備の安全管理

４　まとめ

内　容



埼玉県ふじみ野市
大井プールでの

死亡事故
【平成１８年７月３１日発生】

　平成１９年４月２日文部科
学省スポーツ・青少年局長決
定による『スポーツ施設等安
全管理講習会実施要綱』の趣
旨に基づき、平成１９年５月
１７日に秋田県水泳プール安
全管理講習会を実施。

３　プール施設・設備の安全管理
【安全管理講習会】



https://www.mext.go.jp/sports/
content/1306538_01_1.pdf

【資料の活用】
３　プール施設・設備の安全管理

https://www.gakkohoken.jp/
books/archives/202



※排（環）水口について

吸い込み事故を未然に防止するため、
排（環）水口の蓋等をネジ、ボルト
等で固定させるとともに、配管の取
り付け口には吸い込み防止金具等を
設置するなど、

二重構造の安全対策を施すことが必
要である。　

３　プール施設・設備の安全管理
【プールの安全利用の
　ための施設基準】



○　プール使用期間前の点検と日常の点
　検について、点検チェックシートを用
　いて点検・整備を確実に行うこと。

　　・排（環）水口蓋の固定　
　　・固定しているネジ、ボルトのゆるみ等
　　・吸い込み防止金具の腐食等
　　・管理日誌の活用（３年以上保管）

３　プール施設・設備の安全管理
【事故を未然に防ぐ安全管理】



・緊急時対応の内容及び連絡体制を整備する。

・排（環）水口の異常が発見された場合は、

　循環または起流ポンプを停止することが必

　要である。　　

・訓練の実施とともに、緊急時の初動心得の

　掲示、始業時に行うミーティングにおける

　確認等を徹底する。  　

３　プール施設・設備の安全管理
【緊急時の対応】



プールを安全に管理するためには、排（環）

水口の位置等危険箇所の表示、プール利用に

際しての注意・禁止事項、毎日の点検結果等

を、利用者の見やすい場所に見やすい大きさ

で掲示することが望ましい。  　

３　プール施設・設備の安全管理
【点検結果の掲示】

児童生徒に事前指導と周知を！



３　プール施設・設備の安全管理
【事故防止の心得について】

２　内容の取扱い

(6)　第２の内容の「Ｄ水遊び」及び「Ｄ水泳運動」の指導については，
　 適切な水泳場の確保が困難な場合にはこれらを取り扱わないことがで
 　きるが，これらの心得については，必ず取り上げること。

小学校学習指導要領(平成２９年告示)解説　体育編　P167

内容の取扱い

エ　「Ｄ水泳」の(1)の運動については，第１学年及び第２学年において
　は，～中略～なお，水泳の指導については，適切な水泳場の確保が困
　難な場合にはこれを取り扱わないことができるが，水泳の事故防止に
　関する心得については，必ず取り上げること。また，保健分野の応急
　手当との関連を図ること。

中学校学習指導要領(平成２９年告示)解説　保健体育編　P118



１　本県の現状と安全指導

２　熱中症対策

３　プール施設・設備の安全管理

４　まとめ

内　容



     「無　　　」 
 
     「無　　　」

４　まとめ
【事故が繰り返される要因】



　　①　未然防止のための手立て

【確認・徹底事項】
４　まとめ

　　②　事故発生時の対応

　　③　事後措置



【参考資料】
４　まとめ

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/



【参考資料】
４　まとめ



【参考資料】
４　まとめ

令和６年４月４日付け教保－５４

防災気象情報の入手と積極的な活用並びに学校における事
故防止について（依頼・通知）



【参考資料】
４　まとめ



【参考資料】
４　まとめ



【参考資料】
４　まとめ

「学校における体育活動中の事故防止のための映像資料」


